
柏市公設総合地方卸売市場再整備及び市場用地活用事業発注支援等業務委託 

仕様書 

 

１ 概要 

  (1) 業務名称 

      柏市公設総合地方卸売市場再整備及び市場用地活用事業発注支援等業務 

  委託 

  (2) 本業務委託の目的 

   柏市公設総合地方卸売市場（以下，「柏市場」という。）では令和 6～7

年度にかけて柏市公設総合地方卸売市場再整備及び市場用地活用基本計画

（以下，「基本計画」という。）を策定して事業を推進してきたが，更なる

民間事業者の専門的な知見や技術に基づく創意工夫を積極的に取り入れ，計

画から設計・建設，管理運営まで経済的で効果的・効率的な事業を推進すべ

く，事業協力者を選定する予定である。 

   今回の業務では，場内事業者との合意形成を図りつつ，事業協力者との協

議や，整備する施設の規模・機能・配置・整備費等の更なる精査，用地活用

の更なる検討と業務発注に向けた要求水準書の作成等，を進めるため，その

事業者選定準備作業を支援する発注者支援業務を委託するものである。 

 (3) 業務委託期間 

     契約日の翌日から令和１０年３月３０日（木）まで 

  (4) 対象施設・敷地概要 

  ア 施設の住所：柏市若柴６９番地の１ 

  イ 敷地面積 ：８２，５１９㎡ 

  ウ 参照図面 ※別添 

   ※柏市場全体（旧バナナ醗酵室，立体駐車場及び花き棟を除く）の敷地及 

  び建物 

 (5) 履行場所 

   柏市公設市場が指定する場所 

 

２ 業務内容 

 (1) 要求水準書の条件確認 

関係法令，市場施設の規模・機能・動線・配置計画，維持管理・運営の範囲

（役割分担），余剰地の利活用の方向性，など要求水準書を作成するに必要な

情報を整理し，必要に応じて課題の抽出及び洗い出し，先行事例などを分析・

情報提供すること。 

  (2) 事業協力者の公募支援 



市が予定している事業協力者の選定について，必要な条件を整理し，募集要

項や評価基準等公募に向けた支援を行う。なお，事業協力者の選定は 3者を想

定している。 

 (3) 事業協力者との対話支援 

公募にて採択された事業協力者と市との協定書締結の支援や事業説明等を

行い，円滑に対話が始まるよう支援を行う。対話に内容により必要に応じて事

業協力者に情報提供や提出書類の確認等を実施しながら，事業協力者との対話

の支援を支援すること。なお，対話内容については委託業者から市へ提案を行

い，市と協議しながら決定する。対話については 4回を想定している。 

 (4) 各種発注書類の策定 

事業協力者とも対話を行いながら，要求水準書（案）をはじめ，以下の発注

書類（案）を作成する。 

・実施方針（案） 

・事業者選定基準（案） 

・基本協定書（案） 

・各種契約書（案） 

・募集要項（案） 

・要求水準書（案） ※附帯する諸元表などの参考資料も含む 

・様式集（案） 

 (5) 企業誘致スペースの利活用に係る検討 

  企業誘致スペースの利活用に係る検討として，どのような用途が考えられ

るか検討し，事業協力者との協議等により，民間企業の参入意欲の醸成を行う

こと。 

 (6) 事業スキーム，事業費等の精査 

事業協力者との対話を通じて得られた情報などを参考に，事業スキーム，概

算事業費（整備・維持管理費等），施設使用料，リスク分担表，財源計画（市

財政負担，余剰地収入等），経済波及効果の精査，を実施すること。 

また、事業スキームの精査においては，事業手法の優位性を検討し，事業ス

キームの評価を実施すること。 

 (7) 市場関係者ワーキンググループの実施支援 

市場関係者とのワーキンググループについて，全体会を 4回，部門ごとのワ

ーキンググループの実施を 2 回想定している。そのために必要な資料作成や

開催支援（議事録作成，課題への対応等）を実施すること。 

 (8) 柏市公設総合地方卸売市場運営審議会開催支援 

外部の有識者も含めた審議会の実施を 2 回想定している。そのために必要

な資料作成や開催支援（議事録作成，課題への対応等）を実施すること。 



 (9) その他 

 国の交付金活用の際に，市が実施する食品流通合理化計画など関連計画の策

定において，上記（１）から（８）に関して調査・分析した事項の情報提供な

どの支援を行うこと。 

３ 進行管理 

(1) 基本方針 

 各種プロジェクト管理手法に基づき，管理体系に準拠したプロジェクト

管理を行うこと。 

ア 統括者の設置 

イ プロジェクト実施計画書 

ウ 進捗管理 

エ 課題管理 

オ 校正・変更管理 

(2) 会議・打ち合わせの実施 

ア 定例報告会 

 定例報告会を２か月に１回以上実施すること。進捗報告，各種課題の

管理・報告・共有，各種依頼事項等を議題に行うこと。議題提示は実施

日の３営業日前までには行うこと。また，議事録を作成し，会議終了後

５営業日以内に提出すること。※実施方法は対面とオンラインでの実施

を半々で想定している。 

イ キックオフ・ミーティングの実施 

ウ 中間報告会の実施（令和９年３月頃実施予定） 

エ 最終報告会の実施（令和 10年３月頃実施予定） 

オ 臨時打ち合わせ 

 

４ 資格要件 

 (1) 登録状況 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に 

     該当しないこと。 

  イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生の手続き又は民 

     事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生の手続きの申立てが   

     なされている者に該当しないこと。 

  ウ 柏市建設工事請負業者等指名停止要領（昭和６２年４月１日制定）に基   

     づく指名停止又は柏市入札契約暴力団対策措置要領（平成２６年１２月１ 

     ８日制定）に基づく指名排除を受けていないこと。 

  エ 電子交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者又は 



     この公告の日前６か月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者に該 

     当しないこと。 

  オ 国税等に未納がないこと。 

  (2) 所在 

   本店が日本国内にあること。ただし，本店は，人的及び物的設備を充足し 

   ていること（責任者が常勤していること。電話の転送等は原則として認めな 

   い。）。 

  (3) 類似業務の実績 

   平成２８年度以降に，卸売市場の再整備に関する事業協力者制度を用いた 

   発注支援業務について元請けとして履行した実績を一件以上有すること。 

  (4) 技術者 

  ア 主任担当者は，次の資格を有している者をいずれか１名以上配置する 

  こと。※兼務でも可 

   ①技術士法（昭和５８年法律第２５号）に規定する「建設部門（都市及び 

   地方計画）又は，総合技術監理部門（都市及び地方計画）」の科目に合格 

   し，同法による登録を受けている者   

   ②建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建 

   築士 

   ③ＣＣＭＪ，日本コンストラクション・マネジメント協会の資格試験に合 

   格し登録した者 

  イ 業務担当者は，本業務の円滑な進捗を図るため，十分な経験を有するこ 

   と。また，各検討項目の専門性に応じて業務担当者を複数人配置すること 

   で，効率的な検討や受注者との連絡体制を確立すること。なお，配置され 

   た担当者が適格性又は経験等に欠けると発注者が認めたときは，配置人 

   員の交代を求めることができる。  

 (5) その他 

   １社ですべての要件を満たさない場合や，複数社での参加の方がより良い 

  提案ができる場合はコンソーシアムやＪＶでの参加を認める。その場合，協定 

 書や覚書といった，本業務へ共同で参加することが確認できる書類を提出す 

 ること。それ以外の場合は原則として再委託等は認めないが，再委託等を実施 

 する場合は柏市と協議の上許可を得てから実施すること。 

 

５ 資料の貸与 

 本業務において，より良い提案を受けることや，円滑な業務の遂行を図る

ために，下記資料のデータの提供又は貸与を行う。 

(1) 柏市公設総合地方卸売市場再整備及び市場用地活用基本計画（令和８年



３月作成） 

(2) 令和７年度柏市場概要（令和７年８月作成） 

(3) 令和６年度版年報（令和７年度７月作成） 

(4) 「柏市公設総合地方卸売市場 併設道の駅」可能性調査業務 報告書概要

版（令和５年３月作成） 

(5) 経営戦略（令和３年３月作成） 

(6) 整備計画（平成３１年３月改定） 

(7) その他柏市が必要と認める資料 

 

6 本件業務のスケジュール 

 本件業務委託で想定しているスケジュールは，概ね別紙「業務進行スケジュー

ル」のとおり。 

 

７ 成果物・納品物  

(1) 概要 

 成果物・納品物はＡ４版を基本（図面等についてはＡ３版）とし，印刷製本し

たものを２部及び Microsoft Office 2016形式による電子ファイル一式を納品

すること。納品物は以下のとおり。 

ア 業務報告書（Ａ４判） データ  

(ｱ) 詳細検討報告書  

(ｲ) 打合せ記録簿（Ａ４判）  

イ 上記各電子データ（ＣＤ－Ｒ） 1 枚  

(2) 検収 

 成果物・納品物について，柏市が検査を行う。検査を行った結果，不備があっ

た場合には，受託者は柏市の指示に従い適正な処理を施し，再度検査を受けるこ

と。 

(3) 納入場所 

 柏市が指定する場所とする。 

(4) その他 

 柏市の求めに応じて，中間報告，参考資料・データ等を適宜提出すること。 

 

８ その他 

(1) 管理・調整・作業依頼 

ア 進捗管理を行うために，事前に柏市にスケジュールを提出し，それに沿った

打ち合わせ，調査等を行うこと。 

イ 全ての作業工程にわたり，本業務委託を実施する上で必要な調整を柏市の



担当職員と行うこと。 

ウ 柏市からの問い合わせに対し，迅速かつ適切な回答を行うこと。 

エ 柏市が参加・同席が必要なヒアリング等については，事前にリスト化し日程

調整を開催日の２週間前までには終わらせておくこと。 

(2) 専門的支援 

 柏市の要求に応じ，専門的観点から，問題発生時における原因調査及び解決を

行うこと。合わせて，本業務委託の目的を十分に踏まえ，受託者の豊富な経験や

豊かな発想を活かした提案を積極的に行うこと。また，この専門的支援にあたっ

ての体制及び方法を提示すること。 

(3) 本仕様書に定めのない事項 

 本仕様書は，柏市が受託者に業務委託する最小限の内容を示したものである。

受託者から本仕様書に記載されていない内容の業務の提案があって，当該提案

内容が必要であると柏市が判断した場合，契約金額の範囲内で受託者はその提

案を誠実に実行することとする。 

 

９ 特許権等・契約不適合責任 

(1) 特許権等 

 受託者は，実用新案権，意匠権，商標権その他の法令に基づき保護される第三

者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている材料，履行方法等を

使用する時は，その使用に係る一切の責任をおうこととする。 

(2) 契約不適合責任 

ア 成果品の検収完了後，仕様書との不一致が発見された場合，柏市は受託者に

対して当該契約不適合の修正等の履行の追完（以下「追完」という。）を請求す

ることができ，受託者は当該追完を行うこととする。但し，柏市に不相当な負担

を課するものでないときは，受託者は柏市が請求した方法と異なる方法による

追完を行う事が出来る。 

イ アにかかわらず，当該契約不適合によっても本契約の目的を達成すること

ができる場合であって，追完に過分の費用を要する場合，受託者は前項所定の追

完義務を負わないものとする。 

ウ 柏市は，当該契約不適合（受託者の責めに帰すべき事由により生じたものに

限る。）により損害を被った場合，受託者に対して損害賠償を請求することがで

きる。 

エ 当該契約不適合について，追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完が

なされない場合又は追完の見込みがない場合で，当該契約不適合により本契約

の目的を達することができないときは，柏市は本契約の全部又は一部を解除す

ることができる。 



オ 受託者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは，検収完了

後３ヶ月に柏市から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。但し，

検収完了時において受託者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知ら

なかった場合，又は当該契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因する

場合にはこの限りでない。 

カ ア，ウ及びエの規定は，契約不適合が柏市の提供した資料等又は柏市の与え

た指示によって生じた場合には適用しない。但し，受託者がその資料等又は指示

が不適当であることを知りながら告げなかった場合にはこの限りでない。 

 

10 契約方法 

(1) 契約方法は，総価契約とする。 

(2) 支払いは，中間検査を踏まえた２回払いとする。 

 


